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交渉が妥結しました！ 

 

 5月28日のメールでお知らせしたとおり、給与問題についての交渉が妥結しました。確認書の全文は

ニュースの4～6ページに載せていますが、交渉により大学から引き出した主な譲歩・代償措置は以下の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、構成員に十分な説明を行うよう要請したことで、大学が次の措置をとりました。 

 

 

 

島根大学職員組合

全大教

１．今年度４，５月の削減分を６月以降に上乗せするという当初案を撤回させました。 

 

２．月例給の減額率を圧縮しました。 

  当初案： 9.77%， 7.77%， 4.77% （職階による） 

          ↓ 

  妥結：   7.65%， 6.08%， 3.73% 

 

３．教員，一般職員への代償措置を獲得しました。 

A. 教員への代償措置：研究費の増額 

  (i)  学部・研究科の教員： ２年間で６万～２０万 （職階による。部局と大学で費用折半） 

  (ii) センター等の教員： ２年間で３万～１０万 （大学分費用のみのため半額） 

B. 職員への代償措置：（(i), (ii) は来年度実施を目途に検討） 

 (i)  新たなキャリアパス（高度専門職員）の設置 

 (ii) 職務に有用な資格を取得した場合，その経費を補助する制度の設置 

 (iii) 繁忙期の平準化のため，課を越えた短期的な人員シフトの可能性を検討 

１．個人の給与削減額が分かるよう，シミュレーターを作成・周知する。(5/21付全学メール) 

２．説明会を行う。（5/21, 22） 

３．役員の減額幅を明らかにする。（説明会にて） 
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「早期妥結」の判断に至った経緯 

給与削減案が初めて私たち組合中央執行委員会（中執）に提示された5月11日時点で、私たちは6月1

日施行には反対でした。時間をかけて交渉する必要性を、大学当局にも組合員のみなさんにも訴えてき

ました。しかし私たちは最終的に6月1日施行を認め、5月28日、大学との合意に至りました。 

方針を変更したことにご不審をお持ちの方もあると思いますので、以下、私たちが早期の妥結を判断

した経緯をご説明いたします。また、今回妥結したとは言え、代償措置の具体的内容に関する協議はこ

れからですし、情勢変化により新たな交渉が必要になるかもしれません。この妥結はあくまでも今後の

交渉の出発点です。今回の私たちの対応の是非をご検討・ご批判いただき、今後の交渉を考える材料と

してもらえれば幸いです。 

 

給与削減の条件・方法を十分に議論するには時間が必要 

 交渉を始める際、大学が給与削減に応じる必要があるのか、という“そもそも”のところが議論にな

りました。また、大学が最悪のシナリオを想定して「最悪の削減率」を提案していることも納得できま

せんでした。当時の全大教や新聞報道によると、そこまでの削減はないと思われたからです。 

 よって、6月1日施行は到底認められない、というのが中執の立場でした。(i)正確な情報が手に入るま

で給与削減をさせないこと、(ii)条件や方法については労使で時間をかけて議論し、高レベルの合意を

目指すこと、が交渉の目標でした。代償措置の提示もなく、早期妥結するメリットは何もありませんで

した。 

 

交渉の停滞，緊急全学集会： より現実的・具体的な路線にシフト 

 しかし，第１～２回の交渉では，今回の問題に対する根本的な認識からして大学側とかみ合わず，相

手の認識を否定し合うだけに終わりました。私たちは，大学案の問題（不利益遡及・代償措置なし、還

付方法不明）は絶対に撤回・修正させねばならないと考えていましたが，リスク想定の見直しや総人件

費減の緩和など「問題認識」に関わる交渉はこれ以上進みそうにないとも感じました。 

 今後の対応を話し合うべく，5月17日に全学緊急集会を開きました。給与削減によりどんな困難・問

題が生じるかという具体的な意見が多く出され、大学にこれを必ず回答・対応させることとしました。

また，毎月の削減が後にずれ込むことを心配する意見も中執に寄せられていましたので，大学案の問題

がクリアされ、十分な代償措置が得られれば早期妥結も可能性に含めることにしました。 

 

大学側の大幅譲歩： 少しでも“実を取る”ことを重視 

 その後の第３～５回交渉では、組合員からの声が後押しとなり，大学側から多くの譲歩を引き出すこ

とができました。しかし、いくつかの案は「6月施行」でないと実現不可能なものでした。また、組合

が毎年のように最優先の交渉議題としてきた「職員ラスパイレス指数の低さ」の問題を、大学が初めて

認めたことには極めて大きな意味がありました。給与削減がどのみち不可避であるのなら、「代償措置」

の一環として職員の根本的な処遇改善を求めていくことは、長期的に見て悪くない対応であると思われ

ました。不満足な点も多々残りましたが、今後も交渉を続ける道を残しておくことを条件に、6月1日施

行で大学側と合意することを、拡大中執会議で決定しました。 

 








